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令和 3 年 2 月開成町教育委員会定例会 会議録 
 

日 時： 令和 3年 2 月 26日(金) 15時 30分～17時 00分 

場 所：  開成町民センター中会議室Ｂ 

出席者： 井上教育長、村岡教育長職務代理者、露木委員、上野委員、本澤委員 

     【事務局】遠藤教育委員会事務局参事兼生涯学習課長、岩本学校教育課長 

宇田学校教育課指導主事、尾川学校教育課学校教育班長 

議 事： 

１）開会               教育長より開会の宣言 

 

 

２）会議録署名人の指名        村岡委員が指名された。 

 

３）議事 

《協議事項》 

（１）開成町教育委員会会計年度任用職員人事評価実施要綱の制定について 

・資料１について説明した。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議事項の（１）開成町教育委員会会計年度任用職員人事評価実施

要綱について事務局から説明してください。 

資料１をご覧ください。開成町教育委員会会計年度任用職員人事評

価実施要綱の制定についてご説明します。 

こちらは、令和２年度から開始された会計年度任用職員制度ですが、

地方公務員法により会計年度任用職員についても人事評価を実施する

必要がありますので、本要綱により人事評価をさせていただきたく、

提案させていただきました。 

１ページのところで、まず、評価者についてですが、第３条のとこ

ろで、「評価者は、会計年度任用職員の所属する課、幼稚園、学校等

の長とする」となっておりまして所属長が評価を行うものとします。

第５条のところで、評価基準日は２月１日としております。 

続いて、人事評価結果の活用についてですが、第１０条のところで

すが、「教育委員会は、人事評価の結果を被評価者の任用期間の更新

又は再度の任用に活用するものとする」としており、人事評価の結果

を次年度任用の基礎とさせていただきます。 

具体的な評価方法ですが、４ページをご覧ください。評価項目とし

て業績評価、能力評価、態度評価の３本柱で評価をさせていたただき

ます。評価はｓからｄまでの５段階評価で、ｓが５点、ａが４点、ｂ

が３点、ｃが２点、ｄが１点とします。全部で６項目があり、１８点

を基準とし、そこから優れていれば、加点、劣っていれば減点をして

いきます。再度の任用をするためには１８点以上であることとします。 

また、評価に関する苦情相談ですが、第１１条第２項のところで園・

学校関係の会計年度任用職員については、学校教育課長、生涯学習関

係の会計年度任用職員については、生涯学習課長が受けることになっ
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《報告事項》 

（１）令和２年度学校生活全般における体罰の実態把握に関する調査の実施について 

   ・資料２に基づき事務局より説明した。 

 

（２）令和３年度開成町町民体育祭について 

   ・資料３に基づき事務局より説明した。 

 

 

 

〇教育長 

 

〇全委員 

ています。なお、首長部局も同様の評価記録書で評価を行っています。 

施行日ですが、公表の日から施行し、令和３年２月１日から適用し

ます。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありました。何かご質問はございます

か。 

質問なし。 

○教育長 

 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇全委員 

報告事項の（１）令和２年度学校生活全般における体罰の実態把握

に関する調査の実施について事務局から説明してください。 

それでは、資料２をご覧ください。１月定例教育委員会において、

各学校から提出された調査アンケート結果２通を開封させていただき

ました。内容を委員の皆様にご審議いただき、体罰にはあたらないと

いうことで県教育委員会に報告させていただきました。ただし、１件

について体罰ではないのですが、保護者のアンケート中の記載におい

て、授業中、あるクラスの教諭の大声が聞こえてくる趣旨の記載がご

ざいました。この点について、学校長に報告したところ、別の保護者

からも同様の訴えがあったようであり、当該教諭に対して学校長から

すでに指導をしたとのことです。今後も、継続して様子を見守ってい

くようにしたいと思います。 

なお、教職員に対するアンケートにおいては該当なしで報告させて

いただいております。説明は以上です。 

 ただいま、事務局から説明がありました。何かご質問はございます

か。 

 質問なし。 

○教育長 

 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項の（２）開成町町民体育祭について事務局から説明してく

ださい。 

それでは、資料３をご覧ください。令和３年度に予定しておりまし

た町民体育祭については、新型コロナウイルス感染症が収束する目途

がたたない状況であり、町民の方が安心して町民体育祭に参加できる

ような環境を整備することが困難と考え、中止とさせていただきまし

た。 

本来であれば、定例教育委員会でお諮りしたうえで中止を決定すべ

きことですが、２月１７日に現自治会長が最後の会議があり、そのと

きまでに方向性を決定し、各自治会長にご報告する必要があったため

担当者が個別に委員の皆様のご意見を伺ったところです。町民体育祭

では、自治会対抗種目があり、自治会の方の多大なご協力が必要なも
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（３）緊急事態宣言中の一般開放学校施設利用に関する嘆願書の回答について 

 

（４）経過報告、今後の予定について 

   ・資料４に基づき事務局より説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇全委員 

のであるため、便宜上このような対応とさせていただきました。 

委員の皆様にも中止という方向性でご理解をいただきましたので、

町長へのご説明も含めて正式に機関決定をさせていただいたところで

す。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況次第となりますが、代替事

業としてスポレクフェスティバルを予算化し、実施する予定でござい

ますので、あわせてご報告させていただきます。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がございました。何かご質問はございま

すか。 

質問なし。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇委員 

 

 

 

 

〇教育長 

報告事項の（３）緊急事態宣言中の学校施設一般開放利用に関する

嘆願書の回答について事務局から説明してください。 

こちらについては、現在、緊急事態宣言中ですが、先日水辺スポー

ツ公園の空いているスペースにおいて無許可で活動をしているスポー

ツ団体がございました。当該団体に対して、町担当者が注意したとこ

ろ、今回、嘆願書というかたちで要望がございました。嘆願書の内容

としては、現在、緊急事態宣言中だが、感染症対策を万全にするので、

学校施設を開放してほしいというものです。 

それに対する町からの回答としては、現在、緊急事態宣言中であり、

学校施設の開放は緊急事態宣言解除後となるという内容で２月２２日

付けで文書で回答させていただきました。 

ただいま、事務局から説明がございました。何かご質問はございま

すか。 

社会教育団体を運営している者として、このスポーツ団体の気持ち

も理解できるところはある。南足柄市の施設は、社会教育団体にあっ

ては、使用回数は制限されているが、使用できる状況である。スポー

ツ団体は、緊急事態宣言中だと、活動場所の確保が困難な状況だと思

う。 

 スポーツ団体のお気持ちは理解できる部分はあります。なんとか３

月７日で緊急事態宣言が終了してほしいと考えています。 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

資料４をご覧ください。２月の経過報告です。２月１日は、登校指

導日でした。２月４日は、開成小学校・開成南小学校入学説明会でし

た。現時点の入学予定者数は、開成小学校８４人（普通８１、特支３）、

開成南小学校１０６人（普通１０２、特支４人）となっています。２

月１５日は登校指導日でした。２月２６日本日は、定例教育委員会と

なっております。 

続いて、３月の予定です。３月１日は登校指導日です。３月２日は、
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（５）開成町立園・学校の様子について 

 

（６）その他 

   特になし。 

 

閉 会 ： 教育長より閉会の宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

園長・校長会となっております。３月４日から３月１２日まで開成町

議会３月定例会議を開催します。３月１１日は、文命中学校卒業証書

授与式を１３時１５分から行います。３月１５日は、登校指導日です。

３月１７日は開成幼稚園卒園式を行います。今回は、クラスごとに実

施させていただきます。３月２３日は、開成小学校、開成南小学校卒

業証書授与式を開催します。また、同日に３月の定例教育委員会を開

催します。３月２５日は、園・学校修了式となっております。３月３

１日は教職員離任式を町民センター大会議室で９時から行います。 

補足ですが、３月１日は県立高校入試の合格発表日となっておりま

す。また、３月定例議会においては、３名の議員から教育関連のご質

問をいただいております。 

○教育長 

 

 

 まず、中学校の様子ですが全体的に落ち着いています。３年生の修

学旅行については、延期をして直前までなんとか実施の方向で調整し

ておりましたが、修学旅行先も新型コロナウイルス感染症リスクがあ

るとのことで１月末に中止を決定させていただきました。その代替事

業として、酒匂川に沿って相模湾まで歩く遠足を実施しました。私は、

その事業計画を見たとき非常に良い企画だと思いました。生徒が自分

の足で歩いて地元の足柄平野を体感することは大事だと思います。ま

た、中学１、２年生はＧＩＧＡスクール構想で配備された端末を授業

で使用し始めています。１年生は、町の公共施設に端末を持参して写

真をとって、論文をつくり、発表するような取組を実施しています。 

 開成小学校５年生において、児童と教員の関係が難しい状況があり

ます。支援員を配置して対応しているところです。ＧＩＧＡスクール

構想で配備された端末も使用開始しています。私が現場を拝見したと

きは図画工作で使用していました。自身の作品を端末で写真をとって

先生に送るということをやっていました。 

 開成南小学校においては、６年生を送る会を端末を使用してオンラ

インで実施しました。 

 両小学校をあわせて、私立中学校に入学する方が１３名おります。

これにより文命中学校入学予定者数は１６１名となり、５クラスとな

る予定です。 

 幼稚園ですが、先月、年長が劇を実施しましたが、その影響を受け

て、年中も保護者をお客さんとして劇を行いました。さらに、年少も

劇を行う予定とのことです。 


